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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県ケアラー支援条例の制定（栃木県条例第21号） 

ケアラー支援に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに県民、事業者、関係機関及び支援団体の役割

を明らかにするとともに、ケアラー支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ケアラー支援に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、次のとおり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

  この条例における「ケアラー」、「ヤングケアラー」、「関係機関」、「支援団体」及び「学校」の意義

を定めることとしました。 

２ 基本理念（第３条関係） 

⑴ ケアラー支援は、全てのケアラーが個人として尊重され、社会から孤立することなく安心して生活する

ことができるよう行われなければならないこととしました。 

⑵ ケアラー支援は、ケアラーの意思を尊重するとともに、ケアラーの年齢、置かれている状況等に応じて

適切に行われなければならないこととしました。 

⑶ ケアラー支援は、県、市町村、県民、事業者、関係機関、支援団体等の多様な主体が相互に連携を図り

ながら、ケアラーを社会全体で支えるよう行われなければならないこととしました。 

⑷ ケアラー支援は、ケアラーによる介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を受けている者に対する

支援と一体的に行われなければならないこととしました。 

⑸ ヤングケアラーへの支援は、子どもの時期が各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生

きる基礎を培う時期であることに鑑み、子どもの権利及び利益が最大限に尊重されるよう行われなければ

ならないこととしました。 

３ 県の責務及び市町村との連携等 

 ⑴ 県は、ケアラー支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとしました。（第

４条関係） 

 ⑵ 県は、市町村において、当該地域の実情に応じたケアラー支援に関する施策が円滑に実施されるよう、

ケアラーの状況の把握、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとすることとしました。（第

５条関係） 

４ 県民、事業者、関係機関及び支援団体の役割 

 ⑴ 県民は、ケアラーの置かれている状況及びケアラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラーが社

会から孤立することのないよう十分配慮するとともに、ケアラー支援に関する県及び市町村の施策に協力

するよう努めるものとすることとしました。（第６条関係） 

 ⑵ 事業者は、当該事業所において雇用する従業員がケアラーである可能性があることを認識するととも

に、当該従業員がケアラーであると認められるときは、当該従業員の意向を踏まえつつ、勤務するに当

たっての配慮、ケアラー支援に関する情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとすることと

しました。（第７条関係） 

 ⑶ 関係機関は、その業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性があることを認識し、関わりのある者

がケアラーであると認められるときは、当該ケアラーの意向を踏まえつつ、その業務において当該ケア

ラーの健康状態、生活環境等について確認し、支援の必要性を把握するよう努めるものとすることとしま

した。（第８条関係） 

 ⑷ 支援団体は、適切かつ効果的にケアラー支援を行うとともに、ケアラー支援に関する県及び市町村の施

策に協力するよう努めるものとすることとしました。（第９条関係） 

５ 基本計画（第10条関係） 

知事は、ケアラー支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ケアラー支援の推進に関する

基本的な計画を定めるものとすることとしました。 

６ ケアラー支援に関する基本的施策 

 ⑴ 普及啓発（第11条関係） 

 ⑵ 人材の育成及び確保（第12条関係） 

 ⑶ 教育に関する業務を行う関係機関への助言等（第13条関係） 

 ⑷ ケアラーの早期発見等（第14条関係） 
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 ⑸ 事業者等が行う活動への支援（第15条関係） 

 ⑹ 推進体制の整備（第16条関係） 

 ⑺ 財政上の措置（第17条関係） 

７ 施行期日 

この条例は、令和５（2023）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県議会委員会条例の一部改正（栃木県条例第22号） 

１ 栃木県部設置条例の一部改正により、危機管理防災局が設置されるとともに、県民生活部が生活文化ス

ポーツ部に再編整備されること等に伴い、常任委員会の所管について所要の規定の整備をすることとしまし

た。（第２条及び附則第４項関係） 

２ この条例は、令和５（2023）年４月１日から施行することとしました。 



（3）号外第８号栃 木 県 公 報令和５（2023）年３月17日　金曜日

条
例

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

次
に
掲
げ
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 

１
 
栃
木
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例

 

２
 
栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

令
和
５
年
３
月

1
7日

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
栃
木
県
知
事

 
 
福

 
 
田

 
 
富

 
 
一

 
 

 
 

   

栃
木
県
条
例
第

2
1号

 
 

 
 

 
 
栃
木
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例

 

（
目
的
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
（
以
下
「
ケ
ア
ラ
ー
支
援
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
の
責
務
並
び
に
県
民
、
事
業
者
、
関
係
機
関

 

及
び
支
援
団
体
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総
合

 

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
社
会
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現

 

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(1
) 
ケ
ア
ラ
ー

 
高
齢
、
障
害
、
疾
病
等
の
理
由
に
よ
り
援
助
を
必
要
と
す
る
家
族
、
身
近
な
人
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
無
償
で
介
護
、
看
護
、
日
常
生
活
上
の
世
話
そ
の
他

 

の
援
助
を
提
供
す
る
者
を
い
う
。
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) 
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

 
ケ
ア
ラ
ー
の
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ち

1
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未
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の
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。
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介
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、
障
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及
び
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害
児
の
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育
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児
童
の
福
祉
等
に
関
す
る
業
務
を
通
じ
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常
的
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ケ
ア
ラ
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り
、
又
は
関
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る
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性
が
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う
。
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。
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す
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。
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す
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ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

 
ケ
ア
ラ
ー
の
う
ち

1
8歳
未
満
の
者
を
い
う
。

 

(3
) 
関
係
機
関

 
介
護
、
障
害
者
及
び
障
害
児
の
支
援
、
医
療
、
教
育
、
児
童
の
福
祉
等
に
関
す
る
業
務
を
通
じ
て
日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
り
、
又
は
関
わ
る
可
能
性
が

 

あ
る
機
関
を
い
う
。

 

(4
) 
支
援
団
体

 
地
域
で
活
動
す
る
団
体
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
ケ
ア
ラ
ー
支
援
を
行
う
も
の
を
い
う
。

 

(5
) 
学
校
 
学
校
教
育
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

26
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
、
同
法
第

1
24
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
及
び
同
法
第

13
4
条
第
１
項

 

に
規
定
す
る
各
種
学
校
を
い
う
。

 

（
基
本
理
念
）

 

第
３
条

 
ケ
ア
ラ
ー
支
援
は
、
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
社
会
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
な
く
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

 

な
い
。

 

２
 
ケ
ア
ラ
ー
支
援
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
意
思
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
の
年
齢
、
置
か
れ
て
い
る
状
況
等
に
応
じ
て
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
ケ
ア
ラ
ー
支
援
は
、
県
、
市
町
村
、
県
民
、
事
業
者
、
関
係
機
関
、
支
援
団
体
等
の
多
様
な
主
体
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
ケ
ア
ラ
ー
を
社
会
全
体
で
支
え
る
よ
う

 

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
ケ
ア
ラ
ー
支
援
は
、
ケ
ア
ラ
ー
に
よ
る
介
護
、
看
護
、
日
常
生
活
上
の
世
話
そ
の
他
の
援
助
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
支
援
と
一
体
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
は
、
子
ど
も
の
時
期
が
各
個
人
の
有
す
る
能
力
を
伸
ば
し
つ
つ
社
会
に
お
い
て
自
立
的
に
生
き
る
基
礎
を
培
う
時
期
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
子

 

ど
も
の
権
利
及
び
利
益
が
最
大
限
に
尊
重
さ
れ
る
よ
う
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
県
の
責
務
）

 

第
４
条

 
県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す

 

る
。

 

２
 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
、
県
民
、
事
業
者
、
関
係
機
関
、
支
援
団
体
等
と
相
互
に
連
携
を
図
る
も
の

 

と
す
る
。

 

３
 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
福
祉
、
教
育
、
医
療
、
雇
用
そ
の
他
の
関
連
分
野
に
お
け
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連

 

携
が
図
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
市
町
村
と
の
連
携
）

 

  

第
５
条

 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
を
推
進
す
る
上
で
市
町
村
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
市
町
村
と
連
携
及
び
協
力
を
図
り
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
を
確
実
か

 

つ
効
果
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に
お
い
て
、
当
該
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
ケ
ア
ラ
ー

 

の
状
況
の
把
握
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
県
民
の
役
割
）

 

第
６
条

 
県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
ケ
ア
ラ
ー
が
社
会
か
ら
孤
立
す
る

 

こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
県
及
び
市
町
村
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
事
業
者
の
役
割
）

 

第
７
条

 
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
県
及

 

び
市
町
村
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
事
業
者
は
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
雇
用
す
る
従
業
員
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
当
該
従
業
員
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

 

る
と
き
は
、
当
該
従
業
員
の
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
勤
務
す
る
に
当
た
っ
て
の
配
慮
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も

 

の
と
す
る
。

 

（
関
係
機
関
の
役
割
）

 

第
８
条

 
関
係
機
関
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
県

 

及
び
市
町
村
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
関
係
機
関
は
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
関
わ
り
の
あ
る
者
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当

 

該
ケ
ア
ラ
ー
の
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
業
務
に
お
い
て
当
該
ケ
ア
ラ
ー
の
健
康
状
態
、
生
活
環
境
等
に
つ
い
て
確
認
し
、
支
援
の
必
要
性
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

 

と
す
る
。

 

３
 
関
係
機
関
は
、
支
援
を
必
要
と
す
る
ケ
ア
ラ
ー
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
他
の
関
係
機
関
へ
の
取
次
ぎ
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
支
援
団
体
の
役
割
）

 

第
９
条

 
支
援
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
適
切
か
つ
効
果
的
に
ケ
ア
ラ
ー
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
県
及
び
市
町
村
の
施
策
に
協
力
す
る
よ

 

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
基
本
計
画
）

 

第
10
条

 
知
事
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

 

「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

(1
) 
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
基
本
的
方
向

 

(2
) 
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
事
項

 

(3
) 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項

 

３
 
知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
県
民
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
前
２
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

（
普
及
啓
発
）

 

第
11
条

 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
県
民
、
事
業
者
、
関
係
機
関
、
支
援
団
体
等
が
理
解
と
関
心
を
深
め
、
地
域
社
会
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第
５
条

 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
を
推
進
す
る
上
で
市
町
村
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
市
町
村
と
連
携
及
び
協
力
を
図
り
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
を
確
実
か

 

つ
効
果
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に
お
い
て
、
当
該
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
ケ
ア
ラ
ー

 

の
状
況
の
把
握
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
県
民
の
役
割
）

 

第
６
条

 
県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
ケ
ア
ラ
ー
が
社
会
か
ら
孤
立
す
る

 

こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
県
及
び
市
町
村
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
事
業
者
の
役
割
）

 

第
７
条

 
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
県
及

 

び
市
町
村
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
事
業
者
は
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
雇
用
す
る
従
業
員
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
当
該
従
業
員
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

 

る
と
き
は
、
当
該
従
業
員
の
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
勤
務
す
る
に
当
た
っ
て
の
配
慮
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も

 

の
と
す
る
。

 

（
関
係
機
関
の
役
割
）

 

第
８
条

 
関
係
機
関
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
及
び
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
県

 

及
び
市
町
村
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
関
係
機
関
は
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
関
わ
り
の
あ
る
者
が
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当

 

該
ケ
ア
ラ
ー
の
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
業
務
に
お
い
て
当
該
ケ
ア
ラ
ー
の
健
康
状
態
、
生
活
環
境
等
に
つ
い
て
確
認
し
、
支
援
の
必
要
性
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

 

と
す
る
。

 

３
 
関
係
機
関
は
、
支
援
を
必
要
と
す
る
ケ
ア
ラ
ー
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
他
の
関
係
機
関
へ
の
取
次
ぎ
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
支
援
団
体
の
役
割
）

 

第
９
条

 
支
援
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
適
切
か
つ
効
果
的
に
ケ
ア
ラ
ー
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
県
及
び
市
町
村
の
施
策
に
協
力
す
る
よ

 

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
基
本
計
画
）

 

第
10
条

 
知
事
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

 

「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

(1
) 
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
基
本
的
方
向

 

(2
) 
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
事
項

 

(3
) 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項

 

３
 
知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
県
民
の
意
見
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
知
事
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５
 
前
２
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

（
普
及
啓
発
）

 

第
11
条

 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
県
民
、
事
業
者
、
関
係
機
関
、
支
援
団
体
等
が
理
解
と
関
心
を
深
め
、
地
域
社
会

 

  

全
体
で
ケ
ア
ラ
ー
を
支
え
る
気
運
が
醸
成
さ
れ
る
よ
う
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
人
材
の
育
成
及
び
確
保
）

 

第
12
条

 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
相
談
、
助
言
、
日
常
生
活
の
支
援
等
の
ケ
ア
ラ
ー
支
援
を
担
う
人
材
を
育
成
し
、
及
び
確
保
す
る
た
め
の
研
修
の
実
施

 

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
へ
の
助
言
等
）

 

第
13
条

 
県
は
、
市
町
村
と
連
携
及
び
協
力
を
図
り
、
学
校
そ
の
他
の
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
（
以
下
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）
が
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
及
び
学

 

校
に
在
学
す
る
ケ
ア
ラ
ー
（
以
下
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
等
」
と
い
う
。
）
の
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
等
に
対
す
る
教
育
の
機
会
の
確
保
の
状
況
に
つ
い
て
確

 

認
し
、
支
援
の
必
要
性
を
把
握
で
き
る
よ
う
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
県
は
、
市
町
村
と
連
携
及
び
協
力
を
図
り
、
学
校
等
が
、
支
援
を
必
要
と
す
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
等
か
ら
の
教
育
及
び
福
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
ヤ
ン
グ

 

ケ
ア
ラ
ー
等
に
対
す
る
適
切
な
支
援
機
関
へ
の
取
次
ぎ
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
が
行
え
る
よ
う
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
ケ
ア
ラ
ー
の
早
期
発
見
等
）

 

第
14
条

 
県
は
、
学
校
、
職
場
、
地
域
そ
の
他
の
様
々
な
場
に
お
い
て
、
支
援
を
必
要
と
す
る
ケ
ア
ラ
ー
が
早
期
に
発
見
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
、
関
係
機
関
及
び
支
援
団
体
の

 

間
の
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
情
報
の
共
有
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
、
関
係
機
関
及
び
支
援
団
体
と
の
緊
密
な
連
携
の
下
、
ケ
ア
ラ
ー
が
相
談
し
や
す
い
環
境
の
整

 

備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
県
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
に
関
し
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
意
見
を
表
明
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
意
見
が
適
切
に
当
該
ヤ
ン
グ
ケ
ア

 

ラ
ー
へ
の
支
援
に
反
映
さ
れ
る
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
事
業
者
等
が
行
う
活
動
へ
の
支
援
）

 

第
15
条

 
県
は
、
事
業
者
、
関
係
機
関
及
び
支
援
団
体
が
行
う
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

 

と
す
る
。

 

（
推
進
体
制
の
整
備
）

 

第
16
条

 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
財
政
上
の
措
置
）

 

第
17
条

 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

22
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和

37
年
栃
木
県
条
例
第

22
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
議
会
事
務
局
）

 
 

 

  

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
定
数
及
び
所
管
）

 

第
２
条

 
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
の
定
数
及
び
所
管
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
(1

) 
県
政
経
営
委
員
会

 
９
人

 

総
合
政
策
部
、
経
営
管
理
部
、
危
機
管
理
防
災
局
、
会
計
局
、
選
挙
管
理
委
員

会
、
人
事
委
員
会
及
び
監
査
委
員
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

他
の
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
事
項

 

(2
) 
生
活
保
健
福
祉
委
員
会

 
９
人

 

生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
及
び
保
健
福
祉
部
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

 
(3

)～
(6

)
 
略

 

 

附
 
則

 

１
～
３

 
略

 

 

（
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
定
数
及
び
所
管
）

 

第
２
条

 
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
の
定
数
及
び
所
管
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
(1

) 
県
政
経
営
委
員
会

 
９
人

 

総
合
政
策
部
、
経
営
管
理
部
、
危
機
管
理
防
災
局
、
会
計
局
、
選
挙
管
理
委
員

会
、
人
事
委
員
会
及
び
監
査
委
員
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

他
の
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
事
項

 

(2
) 
生
活
保
健
福
祉
委
員
会

 
９
人

 

県
民
生
活
部

 
 
 

 
及
び
保
健
福
祉
部
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

 
(3

)～
(6

)
 
略

 

 

附
 
則

 

１
～
３

 
略

 

４
 
平
成

3
1年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
２
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
号
中
「
経
営
管
理
部
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
営

管
理
部
、
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
」
と
す
る
。

 

 

  

全
体
で
ケ
ア
ラ
ー
を
支
え
る
気
運
が
醸
成
さ
れ
る
よ
う
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
人
材
の
育
成
及
び
確
保
）

 

第
1
2
条

 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
相
談
、
助
言
、
日
常
生
活
の
支
援
等
の
ケ
ア
ラ
ー
支
援
を
担
う
人
材
を
育
成
し
、
及
び
確
保
す
る
た
め
の
研
修
の
実
施

 

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
へ
の
助
言
等
）

 

第
1
3
条

 
県
は
、
市
町
村
と
連
携
及
び
協
力
を
図
り
、
学
校
そ
の
他
の
教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
（
以
下
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）
が
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
及
び
学

 

校
に
在
学
す
る
ケ
ア
ラ
ー
（
以
下
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
等
」
と
い
う
。
）
の
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
等
に
対
す
る
教
育
の
機
会
の
確
保
の
状
況
に
つ
い
て
確

 

認
し
、
支
援
の
必
要
性
を
把
握
で
き
る
よ
う
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
県
は
、
市
町
村
と
連
携
及
び
協
力
を
図
り
、
学
校
等
が
、
支
援
を
必
要
と
す
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
等
か
ら
の
教
育
及
び
福
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
ヤ
ン
グ

 

ケ
ア
ラ
ー
等
に
対
す
る
適
切
な
支
援
機
関
へ
の
取
次
ぎ
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
が
行
え
る
よ
う
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
ケ
ア
ラ
ー
の
早
期
発
見
等
）

 

第
1
4
条

 
県
は
、
学
校
、
職
場
、
地
域
そ
の
他
の
様
々
な
場
に
お
い
て
、
支
援
を
必
要
と
す
る
ケ
ア
ラ
ー
が
早
期
に
発
見
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
、
関
係
機
関
及
び
支
援
団
体
の

 

間
の
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
情
報
の
共
有
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
、
関
係
機
関
及
び
支
援
団
体
と
の
緊
密
な
連
携
の
下
、
ケ
ア
ラ
ー
が
相
談
し
や
す
い
環
境
の
整

 

備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
県
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
に
関
し
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
意
見
を
表
明
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
意
見
が
適
切
に
当
該
ヤ
ン
グ
ケ
ア

 

ラ
ー
へ
の
支
援
に
反
映
さ
れ
る
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
事
業
者
等
が
行
う
活
動
へ
の
支
援
）

 

第
1
5
条

 
県
は
、
事
業
者
、
関
係
機
関
及
び
支
援
団
体
が
行
う
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

 

と
す
る
。

 

（
推
進
体
制
の
整
備
）

 

第
1
6
条

 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
財
政
上
の
措
置
）

 

第
1
7
条

 
県
は
、
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

附
 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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栃
木
県
条
例
第

22
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和

37
年
栃
木
県
条
例
第

22
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
議
会
事
務
局
）

 
 

 

  

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
定
数
及
び
所
管
）

 

第
２
条

 
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
の
定
数
及
び
所
管
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
(1

) 
県
政
経
営
委
員
会

 
９
人

 

総
合
政
策
部
、
経
営
管
理
部
、
危
機
管
理
防
災
局
、
会
計
局
、
選
挙
管
理
委
員

会
、
人
事
委
員
会
及
び
監
査
委
員
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

他
の
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
事
項

 

(2
) 
生
活
保
健
福
祉
委
員
会

 
９
人

 

生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
及
び
保
健
福
祉
部
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

 
(3

)～
(6

)
 
略

 

 

附
 
則

 

１
～
３

 
略

 

 

（
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
定
数
及
び
所
管
）

 

第
２
条

 
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
の
定
数
及
び
所
管
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
(1

) 
県
政
経
営
委
員
会

 
９
人

 

総
合
政
策
部
、
経
営
管
理
部
、
危
機
管
理
防
災
局
、
会
計
局
、
選
挙
管
理
委
員

会
、
人
事
委
員
会
及
び
監
査
委
員
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

他
の
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
事
項

 

(2
) 
生
活
保
健
福
祉
委
員
会

 
９
人

 

県
民
生
活
部

 
 
 

 
及
び
保
健
福
祉
部
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

 
(3

)～
(6

)
 
略

 

 

附
 
則

 

１
～
３

 
略

 

４
 
平
成

3
1年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
２
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
号
中
「
経
営
管
理
部
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
営

管
理
部
、
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
」
と
す
る
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

22
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和

37
年
栃
木
県
条
例
第

22
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
議
会
事
務
局
）

 
 

 

  

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
定
数
及
び
所
管
）

 

第
２
条

 
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
の
定
数
及
び
所
管
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
(1

) 
県
政
経
営
委
員
会

 
９
人

 

総
合
政
策
部
、
経
営
管
理
部
、
危
機
管
理
防
災
局
、
会
計
局
、
選
挙
管
理
委
員

会
、
人
事
委
員
会
及
び
監
査
委
員
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

他
の
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
事
項

 

(2
) 
生
活
保
健
福
祉
委
員
会

 
９
人

 

生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
及
び
保
健
福
祉
部
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

 
(3

)～
(6

)
 
略

 

 

附
 
則

 

１
～
３

 
略

 

 

（
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
定
数
及
び
所
管
）

 

第
２
条

 
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
の
定
数
及
び
所
管
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
(1

) 
県
政
経
営
委
員
会

 
９
人

 

総
合
政
策
部
、
経
営
管
理
部
、
危
機
管
理
防
災
局
、
会
計
局
、
選
挙
管
理
委
員

会
、
人
事
委
員
会
及
び
監
査
委
員
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

他
の
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
事
項

 

(2
) 
生
活
保
健
福
祉
委
員
会

 
９
人

 

県
民
生
活
部

 
 
 

 
及
び
保
健
福
祉
部
の
所
管
に
関
す
る
事
項

 

 
(3

)～
(6

)
 
略

 

 

附
 
則

 

１
～
３

 
略

 

４
 
平
成

3
1年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
２
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
号
中
「
経
営
管
理
部
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
営

管
理
部
、
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
」
と
す
る
。

 

 


